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第１回（２０２４年１０月７日（月））
・デジタル行財政改革会議等における議論の検討状況
・検討課題①～⑥に関する現状

第２回（２０２４年１２月４日（水））
・業界ヒアリング
・検討課題①・②のとりまとめ案
・検討課題⑤の審議に関する論点

第３回（２０２５年２月５日（水））
・検討課題④の審議
・検討課題⑤に関する海外調査結果報告及び審議

第４回（２０２５年３月１７日（月））
・検討課題③・④・⑥のとりまとめ案

第５回（２０２５年３月１９日（水））
・検討課題⑤のとりまとめ案

第６回（５月予定）
・中間とりまとめ案

＜ビジネスモデルに対応した規制緩和等＞
①管理の受委託の運用の明確化
②特定自動運行時に必要な運行管理の在り方
③タクシー手配に係るプラットフォーマーに対する規律の在り方

＜自動運転SWG※とりまとめを踏まえた３つの観点＞
④認証基準等の具体化による安全性の確保
⑤事故原因究明を通じた再発防止
⑥被害が生じた場合における補償

検討課題

開催経緯委 員

自動運転タクシー等について、より迅速かつ円滑な社会実装が可能となるよう、交通政策審議会の下に「自動運転
ワーキンググループ」を新たに設置し、制度のあり方の検討を実施。

開催趣旨

※AI時代における自動運転車の社会的ルールの在り方検討サブワーキンググループ1



（ワーキンググループ）
第１条 部会長は、必要があると認めるときは、ワーキンググループを設置して調査審議させることができる。
２ ワーキンググループの議決は、部会長が適当であると認めるときは、部会の議決とすることができる。

○ 交通政策審議会陸上交通分科会自動車交通部会運営規則（抄）
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陸上交通分科会

交通体系分科会

技術分科会

観光分科会

海事分科会

港湾分科会
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鉄道部会

自動車部会

自動運転ワーキンググループ

技術安全ワーキンググループ

自動運転等先進技術に係る制度整備小
委員会

自動車燃費基準小委員会

豊かな未来社会に向けた自動車行政の
新たな展開に関する小委員会

タクシー事業を巡る諸問題に関する
検討ワーキンググループ

自動運転車の安全性能確保策に関する検
討会

タクシー及び日本版ライドシェアにおけ
る運賃・料金の多様化に関する検討会

運賃・料金及び車両技術、自賠法上の
損害賠償責任について、それぞれ私設
会議体を設置して検討

過去に開催したWG/小委員会

ロボットタクシー導入等に向けた自動運
転における自賠法上の損害賠償責任に関
する検討会
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自動運転ワーキンググループの位置づけ



自動運転ワーキンググループの各検討課題に対する今後の対応等

検討課題
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①管理の受委託の
運用の明確化

②特定自動運行時
に必要な運行
管理の在り方

③タクシー手配に
係るプラットフォー
マーに対する規律

の在り方

④認証基準等の
具体化による
安全性の確保

⑤事故原因究明を
通じた再発防止

⑥被害が生じた場
合における補償

旅行業の登録を得てタクシー手配に係る
費用を徴収しているプラットフォーマーに
対する、道路運送法の観点からの新た
な規律

自動運転の専門性を有すると認められ
る者については、タクシー事業の許可を
有していなくても、その管理を受託し、タ
クシー事業者と供に自動運転タクシーが
運行できるよう、運用を明確化

検討内容

特定自動運行の場合、特定自動運行保
安員の管理が主となるため、当該業務に
即した運行管理者の要件を明確化

自動運行装置に係る保安基準/ガイドラ
インの具体化による、自動運転車の製造
者が満たすべき安全性能の明確化

責任追及から分離された事故原因究明
を通じて再発防止を図るべく、運輸安全
委員会における自動運転車に係る事故
調査の体制の確保

運行供用者責任の考え方、被害者補償
の在り方等の点を含め、自賠法における
損害賠償責任の明確化

●特定自動運行の管理の受委託の許可基準を整備済み

今後の対応等（審議状況）

●当面の間は運行管理者の必要な選任数について、事業者からの申請に応
じて審査することで対応

●自動運転も含めたタクシーの運賃・料金制度と配車アプリに係る手数料と
の関係を整理し、制度的に対応

●国際的な動向も踏まえつつ、柔軟性の確保に留意して、まずはガイドライン

を見直すことにより対応

●保安基準を、世界に先駆けてドライバーレス車両にも対応したものとしていく

●とりまとめた方針を国連WP29で提案し、日本の安全性評価手法等を国際議

論に反映

●複数の主体が共同で旅客自動車運送事業等を実施する場合等における運
行供用者責任の在り方等について、
①乗客が運行供用者に該当することはない
②旅客自動車運送事業者は運行供用者に該当する 等

●事故調査対象は、作動中の自動運転L３以上※
※死亡重傷者が発生、又は、発生する可能性があったもの等にする

●調査体制（委員・調査官）を質・量両方の観点に留意して確保
●データ解析機材の整備・維持、資格取得・研修等調査に要する予算も確保
●専門技術的事項は、合理的な体制構築を図る
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